
 

 

 

 

   柏 市 合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 奨 励 補 助 金 交 付 要 綱  

 

                制 定  昭 和 ６ ２ 年 １ １ 月  ２ 日  

                施 行  昭 和 ６ ２ 年 １ １ 月  ２ 日  

 

 （ 目 的 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 合 併 処 理 浄 化 槽 を 設 置 す る 者 に 対 し ， 補 助 金

を 交 付 す る こ と に よ り ， 生 活 排 水 に よ る 公 共 用 水 域 の 水 質 汚 濁 の

防 止 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 に 関 し て は ， 柏 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ６ ０ 年

柏 市 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） そ の 他 法 令 等 に 定 め

る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 合 併 処 理 浄 化 槽  浄 化 槽 法 （ 昭 和 ５ ８ 年 法 律 第 ４ ３ 号 ） 第 ２

条 第 １ 号 に 規 定 す る 浄 化 槽 の う ち ， 処 理 対 象 人 員 が １ ０ 人 以 下

の も の で あ っ て ， 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の を い う 。  

ア  生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 （ 以 下 「 Ｂ Ｏ Ｄ 」 と い う 。 ） の 除

去 率 が ９ ０ パ ー セ ン ト 以 上 及 び 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の Ｂ

Ｏ Ｄ の 日 間 平 均 値 が ２ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も の  

イ  合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 整 備 事 業 に お け る 国 庫 補 助 指 針 （ 平

成 ４ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日 付 け 衛 浄 第 ３ ４ 号 厚 生 省 生 活 衛 生 局 水 道

環 境 部 環 境 整 備 課 浄 化 槽 対 策 室 長 通 知 ） に 定 め る 基 準 に 適 合

す る も の  

(2) 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄 化 槽  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の

を い う 。  

ア  窒 素 又 は り ん 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄

化 槽 （ 合 併 処 理 浄 化 槽 で あ っ て ， 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の

総 窒 素 濃 度 の 日 間 平 均 値 が ２ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 又 は 総 り ん 濃

度 の 日 間 平 均 値 が １ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も の を い



 

 

 

う 。 以 下 同 じ 。 ）  

イ  高 度 窒 素 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄 化 槽

（ 合 併 処 理 浄 化 槽 で あ っ て ， 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の 総 窒

素 濃 度 の 日 間 平 均 値 が １ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も

の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

ウ  Ｂ Ｏ Ｄ 除 去 能 力 に 関 す る 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄 化 槽

（ 合 併 処 理 浄 化 槽 で あ っ て ， Ｂ Ｏ Ｄ の 除 去 率 が ９ ７ パ ー セ ン

ト 以 上 の 機 能 を 有 し ， か つ ， 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の Ｂ Ｏ

Ｄ の 日 間 平 均 値 が ５ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 す る も の を い

う 。 以 下 同 じ 。 ）  

エ  窒 素 及 び り ん 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄

化 槽 （ 合 併 処 理 浄 化 槽 で あ っ て ， 放 流 水 １ リ ッ ト ル 当 た り の

総 窒 素 濃 度 の 日 間 平 均 値 が ２ ０ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を 有 し ，

か つ ， 総 り ん 濃 度 の 日 間 平 均 値 が １ ミ リ グ ラ ム 以 下 の 機 能 を

有 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

(3) 既 存 単 独 処 理 浄 化 槽  浄 化 槽 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

１ ２ 年 法 律 第 １ ０ ６ 号 ） 附 則 第 ２ 条 に 規 定 す る 既 存 単 独 処 理 浄

化 槽 を い う 。  

(4) く み 取 便 所  建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ３ ３ ８

号 ） 第 ２ ９ 条 に 規 定 す る 構 造 を 有 す る く み 取 便 所 を い う 。  

(5) 住 宅 等  専 用 住 宅 ， 共 同 住 宅 及 び 店 舗 等 併 用 住 宅 （ 居 住 の 用

に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 当 該 住 宅 の 延 べ 面 積 の ２ 分 の １

以 上 で あ る も の を い う 。 ） を い う 。  

(6) 転 換  既 存 の 住 宅 等 に 係 る 既 存 単 独 処 理 浄 化 槽 に 替 わ る 当 該

既 存 の 住 宅 等 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 及 び 当 該 既 存 単 独 処

理 浄 化 槽 の 廃 止 を す る こ と （ 既 存 の 住 宅 等 の 増 築 又 は 改 築 に 伴

い 行 う 場 合 を 含 み ， 既 存 の 住 宅 等 に 替 わ る 新 た な 住 宅 等 の 建 築

及 び 当 該 既 存 の 住 宅 等 の 除 却 を 行 う こ と に 伴 い 行 う 場 合 を 除

く 。 ） を い う 。  

(7) く み 取 転 換  既 存 の 住 宅 等 に 設 置 さ れ て い る く み 取 便 所 に 替

わ る 当 該 既 存 の 住 宅 等 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 及 び 当 該 く

み 取 便 所 の 廃 止 を す る こ と （ 既 存 の 住 宅 等 の 増 築 又 は 改 築 に 伴



 

 

 

い 行 う 場 合 を 含 み ， 既 存 の 住 宅 等 に 替 わ る 新 た な 住 宅 等 の 建 築

及 び 当 該 既 存 の 住 宅 等 の 除 却 を 行 う こ と に 伴 い 行 う 場 合 を 除

く 。 ） を い う 。  

(8) 宅 内 配 管 工 事  合 併 処 理 浄 化 槽 へ の 流 入 管 の 設 置 ， 合 併 処 理

浄 化 槽 へ の 流 入 ， 合 併 処 理 浄 化 槽 か ら の 放 流 に 必 要 な 升 の 設 置

及 び 合 併 処 理 浄 化 槽 か ら 住 居 の 敷 地 に 隣 接 す る 側 溝 ま で の 放 流

管 の 設 置 に 係 る 工 事 を い う 。  

 （ 対 象 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と

い う 。 ） は ， 本 市 の 区 域 の う ち ， 下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７

９ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ ５ 条 の ２ ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 策 定

さ れ た 事 業 計 画 に 定 め ら れ た 予 定 処 理 区 域 （ 雨 水 流 域 下 水 道 に 係

る も の に あ っ て は ， 予 定 排 水 区 域 。 以 下 同 じ 。 ） （ 以 下 「 下 水 道

事 業 計 画 区 域 」 と い う 。 ） 以 外 の 区 域 に お い て ， 転 換 又 は く み 取

転 換 に よ り 合 併 処 理 浄 化 槽 を 設 置 す る 者 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は ，

対 象 者 と し な い 。  

(1) 浄 化 槽 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 設 置 の 届 出 を 行 わ ず ， 又

は 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ る 確 認 を 受 け ず に ， 合 併 処 理 浄 化 槽 を 設 置 す る 者  

(2) 住 宅 等 を 借 り て い る 者 で ， 賃 貸 人 の 承 諾 が 得 ら れ な い も の  

(3) 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し た 日 の 属 す る 年 度 内 に 合 併 処 理 浄 化 槽

の 設 置 及 び 配 管 そ の 他 の 合 併 処 理 浄 化 槽 の 使 用 を 開 始 す る た め

に 必 要 な 全 て の 工 事 等 を 完 了 す る こ と が で き な い 者  

(4) 柏 市 税 を 滞 納 し て い る 者  

３  補 助 金 交 付 の 対 象 と す る 事 業 （ 以 下 「 対 象 事 業 」 と い う 。 ） は

対 象 者 に よ る 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 （ 転 換 又 は く み 取 転 換 に よ り

行 う も の に 限 る 。 ） （ 当 該 合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て ， 浄 化 槽 管 理

者 が ， 浄 化 槽 法 第 ５ ７ 条 に 規 定 す る 指 定 検 査 機 関 （ 以 下 「 指 定 検

査 機 関 」 と い う 。 ） が 行 う ， 同 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 水 質 に

関 す る 検 査 （ 以 下 「 ７ 条 検 査 」 と い う 。 ） 及 び 同 法 第 １ １ 条 第 １

項 に 規 定 す る 水 質 に 関 す る 検 査 （ 以 下 「 １ １ 条 検 査 」 と い う 。 ）



 

 

 

を 受 け る も の に 限 る 。 ） と し ， 補 助 金 交 付 の 対 象 と す る 経 費 （ 以

下 「 対 象 経 費 」 と い う 。 ） は 対 象 事 業 に 要 す る 経 費 の う ち 合 併 処

理 浄 化 槽 の 本 体 費 用 及 び 本 体 の 設 置 に 必 要 な 工 事 費 （ 宅 内 配 管 工

事 の 費 用 を 含 む 。 ） ， 単 独 処 理 浄 化 槽 並 び に く み 取 り 便 所 の 撤 去

に 必 要 な 工 事 費 （ 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 に あ た り 撤 去 が 必 要 な 場

合 で あ っ て 同 一 敷 地 内 に 浄 化 槽 が 設 置 さ れ る 場 合 に 限 る 。 ） と す

る 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 額 は ， 対 象 経 費 の 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て ，

合 併 処 理 浄 化 槽 の 本 体 費 用 及 び 本 体 の 設 置 に 必 要 な 工 事 （ 宅 内 配

管 工 事 を 除 く 。 ） の 費 用 ， 宅 内 配 管 工 事 の 費 用 ， 撤 去 工 事 の 費 用

の そ れ ぞ れ の 額 に １ ， ０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は ， そ の 端

数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 合 併 処 理 浄 化 槽 の 本 体 費 用 及 び 本 体

の 設 置 に 必 要 な 工 事 （ 宅 内 配 管 工 事 を 除 く 。 ） の 費 用 に 係 る 補

助 金 の 額 は ， 別 表 １ の 左 欄 に 掲 げ る 合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て ，

そ れ ぞ れ 中 欄 に 掲 げ る 人 槽 の 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 右 欄 に

定 め る 額 を 限 度 と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 宅 内 配 管 工 事 の 費 用 に 係 る 補 助 金

の 額 は ， 別 表 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 右 欄

に 定 め る 額 を 限 度 と す る 。  

４  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 撤 去 工 事 の 費 用 に 係 る 補 助 金 の 額

は ， 別 表 ３ の 左 欄 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 当 該 右 欄 に 定

め る 額 を 限 度 と す る 。  

 （ 申 請 書 添 付 書 類 ）  

第 ５ 条  規 則 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ， 次

に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 建 築 確 認 通 知 書 の 写 し 又 は 浄 化 槽 設 置 届 出 書 （ 浄 化 槽 法 第 ５

条 第 ２ 項 に 定 め る 期 間 を 経 過 し た も の に 限 る 。 ） の 写 し  

(2) 設 置 場 所 の 案 内 図  

(3) 住 宅 等 を 借 り て い る 者 に あ っ て は ， 賃 貸 人 の 承 諾 書  

(4) 見 積 書 の 写 し  



 

 

 

(5) 配 置 図 及 び 配 管 図  

(6) 構 造 図  

(7) 登 録 証 の 写 し 及 び 管 理 票  

(8) 転 換 に あ っ て は ， 既 存 単 独 処 理 浄 化 槽 の 現 況 及 び 転 換 の 計 画

を 示 す 書 類  

(9) く み 取 転 換 に あ っ て は ， く み 取 便 所 の 現 況 及 び く み 取 転 換 の

計 画 を 示 す 書 類  

(10) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は ， 前 項 の 添 付 書 類 の 一 部 を 省 略 す る こ と が あ る 。  

 （ 申 請 書 提 出 期 間 ）  

第 ６ 条  申 請 書 の 提 出 期 間 は ， ４ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ２ ８ 日 ま で と す

る 。  

 （ 標 準 処 理 期 間 ）  

第 ７ 条  申 請 書 の 提 出 か ら 補 助 金 の 交 付 の 可 否 の 決 定 ま で に 要 す る

標 準 的 な 期 間 は ， ３ ０ 日 と す る 。  

 （ 交 付 の 条 件 ）  

第 ８ 条  規 則 第 ４ 条 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 市 長 が 必 要 と 認 め る 事

項 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 (1) 浄 化 槽 管 理 者 が 浄 化 槽 法 第 １ ０ 条 及 び 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定

を 遵 守 す る 旨 を 記 載 し た 誓 約 書 を 市 長 に 提 出 す る こ と 。  

 (2) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 実 績 報 告 書 添 付 書 類 ）  

第 ９ 条  規 則 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 市 長 が 別 に 定 め る 書 類 は ， 次 に 掲

げ る も の と す る 。  

(1) 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 工 事 に 係 る 領 収 書 又 は 請 求 書 の 写 し  

(2) 施 工 の 写 真  

(3) 対 象 事 業 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て 指 定 検 査 機 関 に ７ 条

検 査 に 係 る 費 用 を 納 付 し た こ と を 証 す る 領 収 書 の 写 し  

(4) 対 象 事 業 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て 保 守 点 検 及 び 清 掃 の

実 施 並 び に １ １ 条 検 査 の 受 検 手 続 き を 一 括 し て 約 定 し た 契 約 書

の 写 し  

(5) 対 象 事 業 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 の 浄 化 槽 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規



 

 

 

定 す る 浄 化 槽 管 理 者 （ 以 下 「 浄 化 槽 管 理 者 」 と い う 。 ） が 当 該

合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て 同 法 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 浄 化 槽 の

保 守 点 検 （ 以 下 「 保 守 点 検 」 と い う 。 ） を 自 ら 実 施 す る 場 合 に

あ っ て は ， そ の 能 力 を 有 し て い る こ と を 証 明 す る 書 類  

(6) 対 象 事 業 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 の 浄 化 槽 管 理 者 が 当 該 合 併 処

理 浄 化 槽 に つ い て 浄 化 槽 法 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 浄 化 槽 の 清

掃 （ 以 下 「 清 掃 」 と い う 。 ） を 自 ら 実 施 す る 場 合 に あ っ て は ，

そ の 能 力 を 有 し て い る こ と を 証 明 す る 書 類  

(7) 浄 化 槽 の 保 守 点 検 を 浄 化 槽 管 理 者 が 自 ら 実 施 す る 場 合 に あ っ

て は ， 対 象 事 業 に 係 る 合 併 処 理 浄 化 槽 に つ い て 指 定 検 査 機 関 に

１ １ 条 検 査 を 依 頼 し た 契 約 に 係 る 契 約 書 の 写 し  

(8) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は ， 前 項 の 添 付 書 類 の 一 部 を 省 略 す る こ と が あ る 。  

 （ 実 績 報 告 書 提 出 期 限 ）  

第 １ ０ 条  実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は ， 合 併 処 理 浄 化 槽 の 設 置 工 事 の

完 了 後 １ か 月 以 内 と す る 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に

定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 昭 和 ６ ２ 年 １ １ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 元 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 柏 市 合 併 処

理 浄 化 槽 交 付 要 綱 の 規 定 は ， 平 成 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ 年 ９ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  



 

 

 

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 ４ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 柏 市 合

併 処 理 浄 化 槽 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 は ， 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適

用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ５ 月 ７ 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 柏 市 合 併

処 理 浄 化 槽 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 は ， 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 〔 題 名 改 正 〕  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 

 

  附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 



 

 

 

別 表 １ （ 第 ４ 条 第 ２ 項 ）  

合 併 処 理 浄 化 槽 の 区 分  人 槽  限 度 額  

(1) 合 併 処 理 浄 化 槽  

(2) 高 度 処 理 型 の 合 併 処 理 浄 化 槽 （ 本 市 の 区

域 の う ち 手 賀 沼 流 域 （ 手 賀 沼 を 流 末 と す る

河 川 等 の 流 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 東

京 湾 流 域 （ 東 京 湾 を 流 末 と す る 河 川 等 の 流

域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 設 置 さ れ

る も の を 除 く 。 ）  

５人槽 332,000 円 

６～７人槽 414,000 円 

８～１０人槽 548,000 円 

窒 素 又 は り ん 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の

合 併 処 理 浄 化 槽 （ 本 市 の 区 域 の う ち 手 賀 沼 流

域 又 は 東 京 湾 流 域 に お い て 設 置 さ れ る も の に

限 る 。 ）  

５人槽 360,000 円 

６～７人槽 462,000 円 

８～１０人槽 585,000 円 

高 度 窒 素 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 置 型 の 合 併

処 理 浄 化 槽 （ 本 市 の 区 域 の う ち 手 賀 沼 流 域 又

は 東 京 湾 流 域 に お い て 設 置 さ れ る も の に 限

る 。 ）  

５人槽 474,000 円 

６～７人槽 570,000 円 

８～１０人槽 723,000 円 

Ｂ Ｏ Ｄ 除 去 能 力 に 関 す る 高 度 処 理 型 の 合 併 処

理 浄 化 槽 （ 本 市 の 区 域 の う ち 手 賀 沼 流 域 又 は

東 京 湾 流 域 に お い て 設 置 さ れ る も の に 限 る ｡) 

５人槽 489,000 円 

６～７人槽 654,000 円 

８～１０人槽 903,000 円 

窒 素 及 び り ん 除 去 能 力 を 有 す る 高 度 処 理 型 の

合 併 処 理 浄 化 槽 （ 本 市 の 区 域 の う ち 手 賀 沼 流

域 又 は 東 京 湾 流 域 に お い て 設 置 さ れ る も の に

限 る 。 ）  

５人槽 600,000 円 

６～７人槽 780,000 円 

８～１０人槽 963,000 円 

 

別 表 ２ （ 第 ４ 条 第 ３ 項 ）  

宅 内 配 管 工 事 の 区 分  限 度 額  

既 存 単 独 処 理 浄 化 槽 か ら の 転 換 に 係 る も の  330,000 円 

く み 取 転 換 に 係 る も の  330,000 円 

 

 

 



 

 

 

別 表 ３ （ 第 ４ 条 第 ４ 項 ）  

撤 去 工 事 の 区 分  限 度 額  

既 存 単 独 処 理 浄 化 槽 の 撤 去 に 係 る も の  150,000 円 

く み 取 り 便 所 の 撤 去 に 係 る も の  120,000 円 

 


